[bookmark: _Hlk85094278]自立支援医療費（精神通院）の返還
に係る確認書


　　自立支援医療費（精神通院）返還届の申請にあたり、返還届の受付印日より医療費助成を受けることができません。

　　再度、自立支援医療費（精神通院）の利用を開始する場合には、再申請となり、新規申請と同様に医師意見書等が必要となります。

　　上記事項について説明を受け了承しました。
　　
令和　　年　　月　　日
住　所
氏　名　　　　　　　　　　　　

　合志市長　様
